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報告第 6号

令和 6年度決算に基づく北中城村健全化判断比率の報告について

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項の規定により、別紙の

とおり健全化判断比率を監査委員の意見を付して本会議に報告します。

令和 7年 9月 5日 提出

北中城村長  比 嘉 孝 則
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令和 6年度 健全化判断比率

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第 3条第 1項の規定に基づく健全化判断比率

備考 健全化判断比率のそれぞれのオ開において 「―」と表記されている場合は、実質赤字額又は
連結赤字額がないことを表す。

連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率実質赤字比率

5J5 46.5健全化判断比率

25.0 350.0早期健全化基準 15.00 20.00

30.00 35.0財 政 再 生 基 準 20.00
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北中城.本すヽ舞オ政奪感金化審査に欄する意見審の機出 1こついて

地方ノム`共観体の財政の1建金化に関する機律第 3条第 1咽の規簿により、令

不F16等疫決算に基づく財政健企化審査を終了しましたので、慧見審を提郎ilい

たします。

記

令和 6年度北中城村財政健金化警甕慧鬼審
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北中城村財政健全化審査意見害
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1 警甕の槻嬰

この財政健傘_化審査は、村畏から擁議された健全イ監判断″と率及びそす)纂定の基礎とな
る事項を記裁 した善類が適鷺ほ作成されているかどうかを主 H長 として実施 した。

2 警査の結果

(1)総合鷲見

審査に付されたT魏、健食化判断比率及びその練定の基礎となる事項を紹裁 した・審,類
は、いずれも麓醍 1こ作成 されているものと認めわれる。

記

(2)個別意見

③ 簾賞赤字と色率について

令和 6年度の実質赤宰比率は、対飾年度比 生.13ポイン ト増の △4こ 78%と
なっている。早期健企イ協基準の 15j00%と 比較すると、これを下閣つてお り良
舞である。

② 連結実質赤字歩色率について

令和 6年度の逮結実質赤字比率は、対前年度比 2,19ポイン トよ曽の△ 38.970/0
となつている。早ぃ期健金化基準の 20。 000/0を 比較す ると、これ を大きく下園つ

てお り農好である。

③ 実質公債費比率について

令和 6年度 (夕〕箕賀公僚費比率は、対前年度比 0.Oポイン トの る.5%と なつて
いるむ‐甲,期健金化基準 と5,9%と 比較すると、これを大きくT園 つてお り農好で
ある。

④ 将来負級比率について

令和 o年度の将来負.級比率イま、対前年度比 6,9ポイン ト鵜の 46.5%と 森つて
いる。早期歌建全化基峰の 350,0%と

'ヒ

較すると、これを大きく下回つてお り農

女子である。

(3)是正改善を要する事項

指摘すべき事項は特にない。

鱒食 fヒ 判断比攀 令和 3年度 令和 14F度 令和 る年度 金和 0年度
単朗鍵稔イ協

基準 (%)
③鍵質赤字比率 △ 6.87 △ 9101 ゑ 5,91 △ 4.7ta 15.00

の連結実質募学 }ヒ率 △ 40,89 △ 42.22 バ 4と ,16 △ 38.97 20,(10

録実質公筏費比率 5,6 5,6 5,5 5,5 25,0

④料弟食搬 ,‐監拳 53,7 41.4 39,6 46.3 360,0


